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ⅠⅠ  平平成成２２１１年年度度予予算算案案のの全全体体像像  
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１ 平成２１年度予算案 
 

２５兆１，５６８億円 
うち社会保障関係費 ２４兆６，５２２億円 

 

２ 前年度予算額 
 

２２兆１，２２３億円 
うち社会保障関係費 ２１兆６，１３６億円 

 

３ 対前年度増加額(伸率) 
 

３兆３４６億円(１３．７％) 
うち社会保障関係費 ３兆３８６億円(１４．１％) 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

 

 

 

（参考）シーリング▲２，２００億円への対応について 

年金・医療等の経費の自然増の伸びの抑制（▲２，２００億円）については、道路特定

財源の一般財源化に際し創設される「地域活力基盤創造交付金（仮称）」の削減による

社会保障への財源拠出（６００億円）、特別保健福祉事業資金の清算（約１，３７０億円）

により財源を確保して、後発医薬品の使用促進による削減（約▲２３０億円）を除き年金・

医療等の経費の歳出削減を行わないこととした。また、特別保健福祉事業についても、

今後適切な事業規模を確保していくものとする。 
 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案のの概概要要  



 3

 
 
 

 
 

 

（単位：億円） 

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

予 算 案

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

一 般 会 計 22１,223 25１,568 30,346

 社会保障関係費 216,136 246,522 30,386

科学技術振興費 1,135 1,145 10

その他の経費 3,951 3,901 △50

（注１）平成 20 年度予算額は、当初予算額である。 
（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

 
 

 

 

 

 

 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 
 

 

一般会計 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算案案総総括括表表  
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（単位：億円） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
平成２０年度 

予  算  額 

平成２１年度 

予  算  案 
増 △ 減 額 

社会保障関係費 ２１６，１３６ ２４６，５２２ ３０，３８６

  年  金 ７４，３８２ ９８，７０２ ２４，３１９

  医  療 ８５，６４４ ９０，２５２ ４，６０９

  介  護 １９，０６２ １９，６９９ ６３８

  福 祉 等 ３５，０９２ ３５，９３７ ８４６

  雇  用 １，９５７ １，９３１ △２５

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省一一般般会会計計予予算算案案  

社社会会保保障障関関係係費費のの内内訳訳  

医療
90,252億円

36.6%

介護
19,699億円

 8.0%

福祉等
35,937億円

14.6%

雇用
1,931億円

0.8%

年金
98,702億円

40.0%
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(単位：億円)  

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

予 算 案

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

特 別 会 計 767,896 800,080 32,184

労働保険特別会計 33,174 34,438 1,264

年 金 特 別 会 計 732,535 763,591 31,057

国 立 高 度 専 門 

医療ｾﾝﾀｰ特別会計 
1,520 1,547 27

船員保険特別会計 667 503 △164

（注１）平成２０年度予算額は、当初予算額である。 
（注２）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。ただし、労働保険特別

会計においては、徴収勘定を除いたものである。 
（注３）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 
（注４）特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）附則第６７条の規定に基づき、国立高度

専門医療センター特別会計は平成２１年度の末日、 船員保険特別会計は日本年金機構法（平成

１９年法律第１０９号）の施行の日の前日までの期間に限り設置することとされている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

 

 

特別会計 
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